




（総則）

第１条　令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市下水道事業会計補正予算（第２号）は、

　次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第２条　令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市下水道事業会計予算（以下「予算」

　という。）第４条の資本的収入及び資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

（企業債）

第３条　予算第６条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

　を「別表１企業債補正」に改める。

　令和８年（２０２６年）２月２６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪狭山市長　　古　川　　照　人

令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市下水道事業会計補正予算（第２号）

収　入

399,826

第１款 618,121610,021

第１項

既決予定額

8,100

既決予定額

資 本 的 支 出

科　目

391,726

補正予定額

補正予定額

支　出

第１款

8,100

8,100

建 設 改 良 費 530,962 8,100

企 業 債

合　　　計

資 本 的 収 入

1,167,479

合　　　計科　目

539,062

1,159,379

第１項
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